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羽田空港跡地第１ゾーン都市計画公園予定地等の活用結果について 

 

 羽田空港跡地第１ゾーン都市計画公園予定地及びソラムナード羽田緑地において、

当該地に対する認知度向上、愛着醸成、整備や運営に関する理解促進などを目的として

実施した取組み結果について、以下のとおり報告する。 

 

１ 実施日等 

（１）羽田空港跡地第１ゾーン都市計画公園予定地 

 イベント名 実施日 来場者数 

１ 
第１回 HANEDA オアシス 

・サイクルラック・花壇づくり、散走 
４月 29日（土） 約 100人 

２ 

飛行機づくりワークショップ 

・親子で紙飛行機作成（HICity初夏キャンペ

ーンと連携） 

５月 21日（日） 約 60人 

３ 
ソラムナード羽田緑地試走会 

・自転車試走会発着点 
６月 30日（金） 約 30人 

４ 

Sunset Kamata Music Festival 2023 In 

Haneda Park 

・音楽フェス、キッチンカー 

９月 17日（日） 約 300人 

５ 
ものづくりワークショップ 

・小学生と花壇づくり 
９月 30日（土） 約 20人 

６ 

第２回 HANEDA オアシス 

・子ども自転車教室、健康パーソナル相談 

トレーニング教室、ボードゲーム、 

区民スポーツまつりウォーキングイベント 

10月 21日（土） 

10月 22日（日） 
約 450人 

７ 
第３回 HANEDA オアシス 

・先端モビリティ試乗体験 

11月 18日（土） 

11月 19日（日） 
約 400人 

 合計 ７回（９日間）、約 1,360人 

 

（２）ソラムナード羽田緑地 

 イベント名 実施日 来場者数 

１ 
プレオープン 

・写真撮影会、缶バッジ、キッチンカー 
３月 31日（日） 約 1,200人 

羽田空港対策特別委員会 

令和６年４月 16 日  

空港まちづくり本部 資料 42 番 

所管 空港まちづくり課 
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２ 当日の様子 

（１）羽田空港跡地第１ゾーン都市計画公園予定地 

１ 第１回 HANEDA オアシス（4/29） 

   

２ 飛行機づくりワークショップ（5/21） 

   

３ ソラムナード羽田緑地試走会（6/30） 

   

４ Sunset Kamata Music Festival 2023 In Haneda Park（9/17） 

   

５ ものづくりワークショップ（9/30） 

   



3 

 

６ 第２回 HANEDA オアシス（10/21、22） 

   

７ 第３回 HANEDA オアシス（11/18、19） 

   

 

（２）ソラムナード羽田緑地 

１ プレオープン（3/31） 

   

   

 

 



 

羽田空港跡地第１ゾーン都市計画公園の整備・運営事業者公募について 

 

 羽田空港跡地第１ゾーン都市計画公園に関して、以下のとおり整備・運営事業

者を公募する。 

 

１ 概要 

・面積 約 32,700㎡（約 3.3ha） 

・事業手法 

DBO方式（設計・施工・管理運営）と公募設置管理制度（Park-PFI）を併用 

  

２ 選定委員（予定） 

  外部委員 ５名（学識経験者等） 

  内部委員 ３名 

  合  計 ８名 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

・令和６年７月  事業者公募開始 

 ・令和６年度中  事業者決定、基本協定締結 

 

羽田空港対策特別委員会 

令和６年４月 16 日  

空港まちづくり本部 資料 43 番 

所管 空港まちづくり課 



令和6年2月~3月の東京国際空港におけるゴーアラウンドについて

回数 割合 回数 割合 回数 割合

気象 20 40.8% 16 43.2% 36 41.9% 回数
区内上空
通過数 回数

区内上空
通過数

地震 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%  1月 7 4 9 7

バードストライク 8 16.3% 0 0.0% 8 9.3%  ※2月 14 4 9 8

パイロット 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%  ※3月 28 10 19 12

間隔不十分 1 2.0% 0 0.0% 1 1.2%

滑走路離脱遅れ 15 30.6% 7 18.9% 22 25.6%

機材 1 2.0% 6 16.2% 7 8.1%

その他 4 8.2% 8 21.6% 12 14.0%

合　計 49 100% 37 100% 86 100% 合　計 49 18 37 27

 理由別割合（令和６年累計）

●Ａ滑走路北向き着陸 　●Ｂ滑走路西向き着陸 　●Ａ・Ｂ滑走路合計 【参考】 令和5年

448回（Ａ滑走路北向き着陸：157回　Ｂ滑走路西向き着陸：291回）

Ｂ滑走路西向き着陸

　　　　※当月委員会報告分

理由別
Ａ滑走路北向き着陸 Ｂ滑走路西向き着陸 合　計

月別
Ａ滑走路北向き着陸
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令和6年2月の東京国際空港におけるゴーアラウンド（A滑走路北向き着陸、B滑走路西向き着陸）について

日　付 曜日 時　刻 滑走路 便　名 機　材 理　　　由 大田区上空通過 備考

1 R6.2.1 木 18:25 34L ANA117 B788 先行到着機の滑走路離脱遅れのため ●

2 R6.2.2 金 19:28 34L AFR274 B77W 先行到着機の滑走路離脱遅れのため －

3 R6.2.4 日 15:07 34L SIA632 A359 ウインドシアー －

4 R6.2.6 火 16:24 34L JAL24 B789 トーイング機等の滑走路離脱遅れのため －

5 R6.2.7 水 21:42 34L QTR812 A359 ウインドシアー ●

6 R6.2.13 火 13:56 22 JAL256 B763 ウインドシアー ●

7 R6.2.13 火 18:28 22 SNJ96 B738 先行到着機の滑走路離脱遅れのため ●

8 R6.2.15 木 11:13 22 ANA564 A21N 風の影響のため ●

9 R6.2.15 木 12:40 22 JAL644 B763 ウインドシアー ●

10 R6.2.15 木 13:03 22 SKY514 B738 ウインドシアー ●

11 R6.2.15 木 17:03 22 JAL44 B77W ウインドシアー ●

12 R6.2.15 木 20:56 22 ANA630G B763 ウインドシアー ●

13 R6.2.16 金 8:48 34L GIA874 A333 気象の乱れにより進入が安定しなかったため ●

14 R6.2.17 土 13:06 34L ANA24 B763 先行到着機の滑走路離脱遅れのため －

15 R6.2.19 月 20:22 22 SKY022 B738 先行到着機の滑走路離脱遅れのため －

16 R6.2.19 月 21:13 22 ANA660 B763 ウインドシアー ●

17 R6.2.23 金 14:59 34L SNJ112 B738 バードストライクによる滑走路閉鎖のため －

18 R6.2.23 金 15:00 34L DAL9888 B763 バードストライクによる滑走路閉鎖のため －

19 R6.2.23 金 15:02 34L ANA796 B738 バードストライクによる滑走路閉鎖のため －

20 R6.2.23 金 15:04 34L ANA612 B738 バードストライクによる滑走路閉鎖のため －

21 R6.2.25 日 10:48 34L JAL624 B738 トーイング機等の滑走路離脱遅れのため －

22 R6.2.25 日 11:42 34L SKY006 B738 機材トラブルのため －

23 R6.2.29 木 19:06 34L JAL98 B789 先行到着機の滑走路離脱遅れのため ●



令和6年3月の東京国際空港におけるゴーアラウンド（A滑走路北向き着陸、B滑走路西向き着陸）について

日　付 曜日 時　刻 滑走路 便　名 機　材 理　　　由 大田区上空通過 備考

1 R6.3.1 金 13:33 22 JAL972 B738 先行到着機の滑走路離脱遅れのため ●

2 R6.3.3 日 12:45 22 ANA664E B763 ウインドシアー ●

3 R6.3.3 日 18:26 22 ANA842 B789 先行到着機の滑走路離脱遅れのため －

4 R6.3.3 日 18:26 22 KAL2103 A333 気象の乱れにより進入が安定しなかったため ●

5 R6.3.6 水 9:29 34L JAL38 B788 バードストライクによる滑走路閉鎖のため －

6 R6.3.6 水 9:31 34L JAL900 B763 バードストライクによる滑走路閉鎖のため －

7 R6.3.7 木 17:45 34L AAL175 B788 先行到着機の滑走路離脱遅れのため －

8 R6.3.8 金 8:05 34L ANA652 B763 先行到着機の滑走路離脱遅れのため －

9 R6.3.9 土 14:39 34L ANA1302 B788 先行到着機の滑走路離脱遅れのため ●

10 R6.3.12 火 15:52 34L JAL73 B789 先行到着機の滑走路離脱遅れのため －

11 R6.3.12 火 17:27 34L JAL934 B738 ウインドシアー ●

12 R6.3.12 火 17:30 34L ANA456 A20N ウインドシアー ●

13 R6.3.12 火 17:50 34L JAL284 B738 風の影響のため ●

14 R6.3.12 火 17:51 34L SFJ50 A320 風の影響のため ●

15 R6.3.12 火 17:54 34L AAR1045 A333 風の影響のため ●

16 R6.3.12 火 17:56 34L JAL934 B738 風の影響のため ●

17 R6.3.12 火 18:32 34L SNJ96 B738 風の影響のため ●

18 R6.3.12 火 18:36 34L SNJ62 B738 風の影響のため －

19 R6.3.12 火 18:38 34L ANA658 B738 風の影響のため －

20 R6.3.12 火 18:41 34L JAL614 B738 風の影響のため －

21 R6.3.12 火 18:42 34L JAL696 B738 風の影響のため －

22 R6.3.20 水 10:43 22 EVA192 B78X ウインドシアー ●

23 R6.3.20 水 16:33 34L ANA592 B788 ウインドシアー －

24 R6.3.20 水 16:50 34L DAL275 A359 ウインドシアー －



日　付 曜日 時　刻 滑走路 便　名 機　材 理　　　由 大田区上空通過 備考

25 R6.3.20 水 19:49 34L ANA890 B789 先行到着機の滑走路離脱遅れのため －

26 R6.3.20 水 19:53 34L THY198 B77W 先行到着機の滑走路離脱遅れのため －

27 R6.3.24 日 12:03 34L JAL608E B763 バードストライクによる滑走路閉鎖のため －

28 R6.3.24 日 12:04 34L SFJ22 A320 バードストライクによる滑走路閉鎖のため －

29 R6.3.26 火 8:36 34L DLH714 A359 後続機との間隔設定のため ●

30 R6.3.26 火 12:43 34L JAL20 B788 先行到着機の滑走路離脱遅れのため ●

31 R6.3.26 火 14:56 34L SFJ46 A20N 先行到着機の滑走路離脱遅れのため －

32 R6.3.26 火 19:46 34L ANA300 B738 先行到着機の滑走路離脱遅れのため －

33 R6.3.27 水 19:05 22 JAL088 B788 先行到着機の滑走路離脱遅れのため ●

34 R6.3.27 水 21:31 22 SIA634 A359 気象の乱れにより進入が安定しなかったため ●

35 R6.3.28 木 14:58 34L JAL46 B77W 客室の着陸準備が整わなかったため －

36 R6.3.28 木 19:34 22 AFR274 B77W 高マスト船通過のため －

37 R6.3.29 金 10:36 22 SKY104 B738 風の影響のため ●

38 R6.3.29 金 10:50 22 SKY102 B738 ウインドシアー －

39 R6.3.29 金 11:30 22 SFJ42 A320 ウインドシアー ●

40 R6.3.29 金 11:44 22 SNJ14 B738 ウインドシアー ●

41 R6.3.31 日 6:28 22 ANA856 B789 部品紛失報告による滑走路閉鎖のため －

42 R6.3.31 日 6:28 22 JAL30 B789 部品紛失報告による滑走路閉鎖のため －

43 R6.3.31 日 8:44 22 ANA582 B788 部品紛失報告による滑走路閉鎖のため ●

44 R6.3.31 日 8:45 22 SNJ72 B738 部品紛失報告による滑走路閉鎖のため ●

45 R6.3.31 日 8:48 22 JAL252 B763 部品紛失報告による滑走路閉鎖のため －

46 R6.3.31 日 8:49 22 JAL430 B738 部品紛失報告による滑走路閉鎖のため －

47 R6.3.31 日 14:11 22 JAL480 B738 先行到着機の滑走路離脱遅れのため ●



南風運用（15時～19時）に関わる騒音測定状況等について（令和 6年 1月） 

 

1 測定地点別騒音状況 月別一覧 

 大森第五小学校（大森本町 1-10-5）         ［ 単位：dB ］ 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

最大値 67.4            

最小値 59.6            

平均値 63.0            

 

 羽田小学校（羽田3-3-14）         ［ 単位：dB ］ 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

最大値 82.9            

最小値 64.4            

平均値 73.5            

  

2 滑走路別離発着回数 月別一覧          ［ 単位：回 ］ 

月 

滑走路 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計 

A 着陸 75            75 

B 離陸 98            98 

C 着陸 161            161 

   ※ 新飛行経路による運用は、令和2年4月3日より開始 

羽田空港対策特別委員会 

令和 ６年４月16日 

空港まちづくり本部 資料45番 

所管 空港まちづくり課 

国土交通省資料「羽田空港のこれから」より作成 

到着14回程度/時 

約 

約 

到着30回程度/時 

出発20回程度/時 

出発21回程度/時 

出発5回程度/時 



 

 

 

羽田空港に関する対策の経過 

 

（５０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和６年３月 
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令和５年度　運動方針

　本協議会は、昭和 42 年（1967 年）の設立以来、経済社会構造に対応した空港整備の推進
と環境対策・安全対策の充実・確保を求めるとともに、航空機燃料譲与税制度の維持やＣＩＱ

体制の強化を求めるなど、広範な運動を展開してきた。

　航空を取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染症の流行拡大以降、厳しい状況が続いてい

たものの、日本においても、感染症法上の位置づけが変更されるなど、社会経済活動全般の本

格的な再開が進むなかで、航空需要は回復基調にある。国内線については、コロナ前の水準に

ほぼ回復し、国際線についても、今年４月の訪日外国人客はコロナ禍前の 2019 年４月に比
べ７割程度まで回復するなど回復が顕著となっている。

　国は、新たな観光立国推進基本計画において、観光立国の持続可能な形での復活に向け、観

光の質的向上を象徴する「持続可能な観光」「消費額拡大」「地方誘客促進」をキーワードに、「持

続可能な観光地域づくり戦略」「インバウンド回復戦略」「国内交流拡大戦略」を定め、訪日外

国人旅行者数のコロナ前水準超えを含めた 2025 年までの短期的目標を設けた。
　航空による国際・国内交流拡大が再始動し、2025 年大阪・関西万博等の開催も控えるなか、
空港を活かした地方活性化に向けて、地域の魅力向上と相互連携をはかりつつ、全国の空港に

おいて、地方の国際線再開・路線定着を含めた受入体制強化、利便性向上及び利用促進を時代

に即して強力に推進することが求められる。

　一方、こうした航空需要の本格的な回復・拡大を見据え、航空機の安全管理が損なわれない

よう、操縦士や整備士の技能維持及び人材確保に加え、航空輸送の安全対策の強化と航空会社

に対する安全運航の指導の徹底が一層求められる。また、大規模な地震や台風等による自然災

害が発生した場合においても航空ネットワークを維持できるよう、空港ＢＣＰ（事業継続計画）

の改善や空港連携の深化など、迅速かつ機動的に対応しうる危機管理体制の構築が必要である。

空港は災害時に防災拠点・輸送拠点として活用されるほか、新幹線等地上交通機関の代替輸送

においても重要な役割を果たしていることに加え、平時の救急医療においても欠かすことので

きない都市基盤施設であることからも、様々な事態を想定した積極的な整備及び適切な管理が

求められる。

　また、「2050 年カーボンニュートラル」の実現に向けて、国土交通省が示す「航空脱炭素
化基本方針」に基づき、各空港において空港脱炭素化推進協議会が設置され空港脱炭素化推進

計画の策定が進められるなど、航空分野においても脱炭素化の取組みが加速している。

　こうしたことから、本協議会は、本年度の運動方針として、航空の安全の確保並びに航空需

要の早期拡大、航空ネットワークの充実や公共交通としての地方路線・離島路線の維持方策の

充実を強く国に求めるとともに、空港と周辺地域が調和し、ともに発展するため、自主事業の

充実をはかりつつ、下記重点事項の実現に向けて強力に運動を展開する。

記
　　　　　　１．財源の確保

　　　　　　２．航空の安全の確保と防災対策の充実

　　　　　　３．環境対策の推進

　　　　　　４．空港の高質化と機能の活用

　　　　　　５．航空需要の早期拡大に向けた取組の強化

　　　　　　６．空港運営の民間委託

　　　　　　７．自主事業の充実
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令和５年度　運動方針の具体的事項

１．財源の確保

⑴　航空機燃料譲与税は、空港周辺地域の安全・環境対策の重要な財源であることから、制
度を維持し、関係地方公共団体の必要な財源を確保すること。また、算定方法を明確にす

ること。

⑵　航空機燃料譲与税の使途について、空港に関連する施設の維持管理など、範囲の拡大を
はかること。

⑶　国有資産等所在市町村交付金の特例を撤廃するとともに、実態に則した評価方法を検討
すること。

⑷　航空機償却資産の課税特例措置の適正化をはかること。
⑸　特定飛行場周辺において移転補償により国が買い入れた土地について、国有資産等所在
市町村交付金の対象とすること。

⑹　コミューター航空事業に係る公租公課の減免及びコミューター機材購入などに対する助
成を行うこと。また、コミューター航空事業者への地方公共団体の運航補助に対する地方

交付税による財源措置を講じること。

⑺　航空機燃料譲与税不交付団体の空港対策に係る財源措置を講じること。
⑻　空港整備に係る公共事業等債の元利償還に算入される地方交付税の確保をはかること。
⑼　直轄事業負担金については、国と地方の役割分担の明確化をはかるなかで見直すこと。
⑽　離島航空路線の確保・維持をはかるための「離島航路航空路整備法（仮称）」の早期制
定をはじめ、地域振興につながるような総合的な支援策を着実に推進すること。

⑾　島民生活の安定や離島振興の観点から、引き続き離島空港の整備について特段の配慮を
すること。また、離島の特殊な交通事情に鑑み、離島航空路線に対する財政支援を講じる

こと。

⑿　新型コロナウイルスの影響を受けた航空運送事業者及び空港関連企業など航空業界への
支援に協力すること。とりわけ、財政基盤が脆弱な地方路線の存続に向け、経営体力が低

く資金確保が難しいリージョナル航空会社に対する支援を強化すること。

２．航空の安全の確保と防災対策の充実

⑴　運航と整備並びに管制を含めた航空における安全・安心の確保をはかること。
⑵　国内外で製造された航空機の耐空性に係る情報収集・監督体制を強化し、運航に係る必
要な措置を適時講じること。

⑶　平成 30年３月に策定の「落下物対策総合パッケージ」に盛り込まれた対策を航空会社
や空港運営事業者とともに着実に実施すること。

⑷　空港等の耐震対策を計画的に実施するとともに、地震など大規模災害等に防災拠点とな
る空港機能の確保をはかること。

⑸　滑走路等の耐震工事等空港施設の整備にあたっては、工事が適正に行われていることを
確認する方法を確立し、工事の品質を確保すること。

⑹　航空機の安全管理が損なわれないよう、操縦士や整備士等の技能維持及び人材確保に留
意し、適切な対策を講じること。

⑺　目指すべき将来の航空交通システムの構築の推進をはかるとともに、航空保安システム
の機能を保持するための整備をはかること。

⑻　ハイジャック・テロ対策等航空保安対策の強化をはかること。
⑼　空港及び周辺消防施設の整備を促進する等、防災対策の強化をはかること。
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⑽　ドローンをはじめとする小型航空機等の空港施設内への侵入対策を強化し、航空機の安
全運航の確保に向けた取組みを行うこと。

３．環境対策の推進

⑴　発生源対策
　　①　低騒音機材の導入並びに優先滑走路方式の採用などの飛行経路・運航方式の改善によ

り、航空機騒音の軽減に努めること。

　　②　一般市街地を飛行するヘリコプター及び小型航空機については、騒音を低減させる運

航をすること。

⑵　空港周辺対策
　　①　住宅及び教育施設等防音工事、移転補償等事業など空港周辺環境対策にあたっては、

社会情勢の変化や地域の実態を踏まえつつ、適正に実施すること。

　　②　騒音対策区域の指定解除等に伴い住宅及び教育施設等防音工事等の区域外となった場

合は、過去の指定解除を含め、地元関係者や住民から理解を得られるよう、情報提供や

丁寧な説明を行うこと。

　　③　騒音対策区域の指定解除に伴い区域外となったものを含む移転補償跡地及び緩衝緑地

等の処分及び活用にあたっては、地元関係者との協議を十分に行い、理解を得たうえで

実施すること。

　　④　空港周辺の浸水対策として、空港内に雨水排水処理のための貯留施設を整備する等万

全の対策を講じること。

４．空港の高質化と機能の活用

　１）空港及び周辺関連施設整備

　⑴　空港の整備と高質化
・既存空港の機能の高度化を推進すること。

・交通政策基本法の趣旨に則り、離島を含む地方の振興をはかるため、地方空港の整備

を促進すること。

・国際航空ネットワークの充実に向け、ターミナル諸施設の機能向上とＣＩＱ体制の整

備・強化をはかること。また、効果的かつ短時間で感染症水際対策にも資するよう、

検疫等のあり方を改めて検討すること。

・新感染症の感染抑制に資する衛生的で快適な空港施設の高度化整備を推進すること。

・就航率改善、定時性の確保等による信頼性・利便性の向上をはかること。

・運用の変更等を行う場合は、地元への十分な情報提供と意見・要望を踏まえながら実

施すること。

・発着枠の割り振りにあたっては、地域交流の促進、地域経済の活性化を踏まえた枠配

分を行うこと。

　⑵　空港施設のアメニティ整備
・多様化する空港利用者の安全性・快適性向上のためのユニバーサルデザイン化を推進

すること。

・空港が都市施設として地域により親しまれるよう、駐車場の緑化を進めるなど、空港

公園として整備すること。

　⑶　エコエアポートの推進
・地域環境と調和し地域と共生する空港をめざすため、エコエアポートを推進すること。

・空港において、施設・車両・地上航空機・空港アクセス等からのCO2 排出削減の取
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組をさらに進めるとともに、空港の特性を踏まえた再生可能エネルギーの活用を加速

させていくこと。

・各空港において実効性のある空港脱炭素化推進計画の策定を推進するため、空港管理

者への支援をさらに充実すること。

　⑷　地域の振興につながる周辺整備
　　　空港と地域との調和をはかるため、地域の振興につながる周辺整備を推進し、活性化

に努めること。

　⑸　鉄軌道並びに道路等の空港アクセス整備
　　　定時性の確保等利用者の利便性向上のため、鉄軌道系アクセス整備の充実をはかるこ

と。また、高速道路をはじめとする空港周辺アクセス道路の整備をはかること。

　

　２）空港機能の活用

　⑴　国際及び国内の航空ネットワークの充実と、乗継割引運賃制度の拡充や多頻度化等運
航の多様化により、利用者利便の向上をはかるとともに、地域間交流の拡大、地域の活

性化を推進すること。

　⑵　地方管理空港等を安定的に経営するため、生活路線を含めた地方路線・離島路線の着
陸料軽減措置の維持・充実など、適切な措置を行うこと。また、航空路線廃止にあたっ

ては、航空運送事業者と関係地方公共団体が十分な協議を実施できる仕組みを検討する

こと。

　⑶　地域の振興、空港機能の向上につながる周辺地域の取組に支援をすること。

５．航空需要の早期拡大に向けた取組の強化

　⑴　効果的な国内観光需要喚起の取組を強化すること。
　⑵　アウトバウンド及びインバウンド需要喚起やインバウンド受入体制整備の取組を推進す
ること。また、地方空港を含む国際線運航の再開・路線定着をはかること。

　⑶　航空・空港の利用者利便が損なわれないよう配慮し、多様な利用者に開かれた公共交通
機関・施設としての公共性を確保すること。

　⑷　国際線の運航再開や新規路線の就航など、航空需要の早期拡大に伴い空港関連事業者が
直面する深刻な人手不足に対して、その解消に向けた支援について早急に具体化すること。

６．空港運営の民間委託

⑴　国管理空港等の運営の民間委託にあたっては、各空港の実態を踏まえ、関係地方公共団
体への十分な説明と合意を得ること。また、地域の活性化に資するよう配慮すること。運

営権対価については、関係空港の機能向上へ投資し、地域の発展につなげていくこと。

⑵　民間委託後の安全・環境対策については、国がその実施について責任を持つこと。また、
災害時にも空港機能及び航空ネットワークを維持できるよう、空港運営事業者を指導・監

督し、万全な対策を講じること。

⑶　空港全体の価値向上をはかるため、民間の知恵と創意工夫が最大限発揮されるよう、空
港の設置及び管理に関する基本方針の見直し等、環境を整えること。

⑷　空港運営事業者においては、過去に例を見ない規模での航空需要の大幅な減少が長期化
したことにより、依然として厳しい経営状況が続いていることから、空港運営事業者の経

営基盤・強化に係る支援策について、引き続き実施すること。
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７．自主事業の充実

⑴　空港フォーラムの充実
　　　会員を対象とした研修会を充実し、会員相互の交流と情報交換を推進する。

⑵　実行運動の充実強化
　　運動方針の具現化及び対策予算確保に係る実行運動を充実・強化する。

⑶　研修の実施
　　空港問題に関する実務者研修の実施。

⑷　講演会等の開催と後援
　　空港問題に関する調査・研究のための講演会等の主催及び後援。
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空港整備に係る個別要望

⑴　釧路空港の機能向上と国際化の推進
・災害時を含め空港施設の機能を保持し、航空機の安全な運航を確保するため、空港施設

の着実な更新・改良等をはかること。

・一つのシステムで双方向の高カテゴリー対応が見込まれるＧＢＡＳの早期導入等、より

一層の安定運航が可能となる施設の整備を行うこと。

・ＩＬＳカテゴリーⅢをより利用しやすくするための支援制度の創設。

・ＣＩＱ体制の更なる整備と充実により機能の向上と国際化をはかること。

⑵　新千歳空港の拡張整備
・将来予見される航空需要の増大を見据え、新たな滑走路整備や長距離国際路線の安定就

航が可能となる滑走路延長等、公益性が高い空港施設の機能強化・高質化に資する整備

については、国において積極的に進めること。

・誘導路複線化をはじめとする冬期の安定運航等対策や空港施設の耐震化などの継続事業

については、必要な予算を確保し、着実に進めること。

・空港利用者の増加に対応するための二次交通の輸送力強化や、空港周辺沿道における北

海道らしさを感じられる景観整備など、利用者利便性や魅力の向上となる取組を促進す

ること。

⑶　札幌丘珠空港の将来像実現
・現在夏ダイヤのみの運航となっているリージョナルジェット機が冬季も運航し、一年を

通して安定した空港利用が可能となる滑走路長とするため、300ｍ程度の滑走路延伸に
ついて検討を進めること（1,500ｍ→1,800ｍ程度）。

・ビジネス需要への対応及び搭乗便の選択自由度が広がることによる北海道内外の移動機

会の拡大等に向け、空港運用時間の１時間程度の拡大について検討を進めること（7：
30～20：30→7：00～21：00）。

⑷　帯広空港の機能向上と整備促進
・国際チャーター便就航時のＣＩＱ体制の充実をはかること。

⑸　稚内空港の整備促進
・就航率を改善するための空港機能の充実をはかること。

・老朽化施設の更新・改良をはかり、航空機の安全運航及び十分な保安体制を確保して、

航空の安心・安全の確保及び空港の機能の継続的な保持に努めること。

・国際チャーター便受け入れのための環境整備をはかること。

⑹　紋別空港の拡充整備
・利用者の利便性の向上及び、航空機の安全運航を確保するため、空港施設の整備・更新

を円滑に実施すること。

⑺　旭川空港の整備促進
・施設の老朽化対策に係る財政支援等の充実をはかること。

・国際路線増加時においてＣＩＱ体制の充実をはかること。

⑻　利尻空港の整備促進
・現在、滑走路25方向にＬＯＣ（ローカライザー）が設置されているが、霧や低雲など
悪天候による定期便の欠航や急患搬送要請時に着陸できない状況がある。これら地域住

民の利便性や観光産業の発展、さらには災害発生時や救急患者搬送などへの対応を考慮

し、滑走路25方向のＩＬＳ化（計器着陸による精密進入化）や滑走路07方向のＬＯＣ
設置など将来的な利尻空港の機能高度化をはかること。
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⑼　女満別空港の国際化推進と利便性向上
・国際チャーター便の一層の就航環境向上のため、ＣＩＱ体制の充実・強化をはかること。

・乗継利用の拡大に向けた発着時間の設定と割引制度の更なる拡充をはかること。

・中部線の通年運航の復活、ＬＣＣ路線（成田・関西）線の確実な通年運航化をはかること。

⑽　青森空港の空港機能の充実
・名古屋（小牧）線、神戸線の利用促進

・東京線ダブルトラック化をはじめとする国内路線の充実

・札幌線、大阪線の利用者拡大のための宣伝強化

・ソウル線・天津線・台北線の継続をはじめとする国際路線の充実

・ＣＩＱ体制の充実・強化

・航空路線と新幹線を組み合わせた旅行商品造成の促進

⑾　三沢空港の周辺環境整備と運航拡充
・三沢空港の利用者が安定的に駐車場を利用できるように、空港敷地内だけではなく、隣

接地も含めた、三沢空港の一体的な整備及び機能強化のため周辺環境整備への支援。

・東京羽田線４便化体制を維持するための各種施策及び他路線の増便要請への支援。

⑿　花巻空港の運航拡充及び国際化の推進
・岩手県内をはじめ東北のインバウンドの回復及び増加に向け、訪日誘客支援空港の「拡

大支援型」への格上げ認定、又は同等の支援措置が受けられるよう制度を拡充するとと

もに、航空旅客の円滑な受入れのため、花巻空港の検疫体制及び保安対策の充実・強化

をはかること。

・インバウンド効果の地方への波及の観点から、花巻空港へのＬＣＣを含めた国際便の就

航を促進する施策を講じること。

・花巻空港と関西国際空港及び中部国際空港との路線復活をはかること。

・ゲートウェイ空港としての活用を強化する観点から、新千歳空港、那覇空港、福岡空港

等から花巻空港への国内路線網の拡充をはかること。

⒀　秋田空港の機能と利便性向上
・国際線については、地方空港利用者の増加をはかる施策を実施するとともに、国内線に

ついては、大型機材の就航を働きかけること。

⒁　大館能代空港の利便性向上
・東京便の３便化及び大阪便の運航再開による利便性向上をはかること。

⒂　山形空港の運航充実
・既存路線（東京・大阪・名古屋・札幌）の運航充実と利便性の向上。運休路線の運航再

開等地方路線の運航拡充。

⒃　庄内空港の運航拡充と施設整備
・国内線の運航拡充（羽田空港線の通年５便化）

・ＬＣＣなど国内線の運航拡充（成田空港線の再開、大阪線の復活）

・国際チャーター便の受け入れ環境整備

・安定輸送のための滑走路の延長（2,500ｍ化）
⒄　仙台空港周辺地域への配慮
・仙台国際空港株式会社が事業遂行する際に、安全・環境対策が適正に実施され、これま

での安全・環境対策が後退することのないよう、国が指導・監督する等責任を持って関

わること。

・独立行政法人　航空大学校の定員数が平成30年度より増加し、仙台分校での訓練が令
和２年度より開始されているが、定員数の増加に比例して仙台空港周辺での航空大学校
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訓練機の騒音が増加することのないよう、対策を講じること。

・「仙台空港の運用時間24時間化に関する覚書」締結後の運用時間の延長時間帯におい
ては優先滑走路方式を遵守すると共に優先滑走路を使用できない場合には離陸経路を空

港西側の直進に限定する西側経路対策を遵守すること。

⒅　福島空港の運航拡充と周辺整備
・国際定期路線の早期再開並びにＣＩＱ体制の充実による国際空港化の推進をはかること。

・乗継利用など利便性を高めた発着時刻の設定をはかること。

・原子力災害で観光産業が大打撃を受け、利用客減少により路線維持が厳しく、路線維持

をはかるための助成制度の創設を行うなど、被災地の総合的な支援をはかること。

・防災拠点空港としての機能強化整備をはかること。

⒆　新潟空港の整備と機能強化
・津波や河川氾濫、大雨等の災害時の空港機能を確保するため、機能強化をはかること。

・冬期降雪時の安全性の向上及び安定就航を確保するため、空港機能の充実をはかること。

・騒音対策区域の縮小後も引き続き緩衝緑地帯を現状どおり維持管理し周辺環境に配慮す

るとともに、更なる改善を視野に空港整備をはかること。

・新型コロナウイルス感染症の影響に加え、水道光熱費の高騰により、極めて厳しい経営

状況にあるなかにおいて、さらに脱炭素化への対応を求められる空港ビル会社に対し、

支援の拡充や継続をはかること。

・インバウンドの回復に備えた感染症対策や、航空貨物取扱量の回復・増加を見据えて

CIQ体制を強化するとともに、LCC就航やビジネスジェット受け入れに向けた環境整
備をはかること。

⒇　佐渡空港の拡張整備と離島航空路補助制度の要件緩和及び財政支援
・島民の安全・安心の確保及び地域経済の活性化のため、佐渡空港の滑走路2,000ｍ化の
早期実現をはかること。

・離島航空路線に係る運航費補助について、「代替交通機関による所要時間が概ね２時間

以上であること」という補助対象要件を大幅に緩和し、離島の近距離航空路線にも配慮

すること。

・航空機購入に係る補助について財政支援の強化をはかること。

21　小松空港の国際化推進と利便性向上
・ＣＩＱ体制の充実強化をはかり、国際旅客便及び国際貨物便の拡充を推進すること。

・成田空港・羽田空港の国際線乗継の強化及び乗継割引運賃制度の更なる充実と周知をは

かること。

・羽田便の利便性向上とその他の国内既存路線の充実及び国内新規路線の開設を推進する

こと。

・空港内道路及び駐車場の利便性向上並びに駐車料金の更なる軽減をはかること。

・近接する北陸新幹線の駅（2024春開業）との接続の向上をはかること。
・空港そのものが持つ集客機能を活かした空港周辺エリアの魅力向上をはかること。

22　松本空港の整備充実
・更なる路線拡充に対応するため、駐機場及び整備場の新設など、施設機能強化に向けた

整備充実をはかること。

23　百里飛行場（茨城空港）の首都圏空港としての積極的な活用
・増大する首都圏の航空需要に対応するため、低コストで発着可能な茨城空港を、羽田・成

田空港を補完する首都圏第３番目の空港として位置付け、積極的な活用に努めること。

・国際路線の増加に対応するため、更なるＣＩＱ体制の充実をはかること。
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・民間航空機の運航に関する共用空港の弾力的運用をはかること。

・利用者の利便性向上のため、一層の空港機能強化をはかること。

・空港を利用したイベントの開催など、空港の利用促進のための支援の拡充をはかること。

24　成田国際空港の整備
・成田空港の更なる機能強化は、中長期的な航空需要に対応するために必要な施策である

ことから、着実に推進するとともに、その実施にあたっては、環境対策及び地域振興策

の充実をはかること。

・首都圏空港の一体的運用をはかるため、成田空港内及び空港周辺における鉄道の単線区

間の解消や過密状態にある都心側ダイヤへの対応など、成田・羽田両空港間及び、都心

と成田空港間の鉄道アクセスの改善を推進すること。

・成田空港周辺道路網について、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）、一般国道464号北
千葉道路などの広域的な幹線道路のみならず、更なる機能強化に伴う付替・補償道路の

整備を着実に進めること。地域住民・物流事業者等の移動円滑化に資するよう、空港周

辺道路全体のネットワーク強化に取り組むこと。

・航空機からの落下物根絶を目指し、落下物防止対策基準を遵守徹底するほか、他の空港

の事例を共有する仕組みを構築する等の情報収集及び分析の強化に取り組むこと。ま

た、落下物や部品欠落事案が発生した際は、関係機関に対し速やかに報告するととも

に、原因究明等の進捗及び再発防止のための様々な取り組みについて随時情報を提供す

ること。

25　東京国際空港の空港アクセスの充実と機能強化
・空港利用者の利便性向上と、周辺環境の保全維持のため、鉄軌道（京浜急行電鉄空港線

と東京急行電鉄多摩川線を短絡する新空港線「蒲蒲線」及び区部周辺部環状公共交通）

及び道路（国道357号線川崎側未整備区間）の整備を着実に進めること。
・羽田空港において新飛行経路の運用が開始されたが、空港周辺や飛行経路下の住民から

は騒音や落下物を心配する声が出ている。これまで示された騒音軽減対策、安全対策等

を確実に実施し、その検証や評価を含めた更なる対策の強化及び徹底をはかるととも

に、様々な手段により、情報提供の充実を行うこと。また、空港周辺地域のまちづくり

に関して、地域への必要な支援を行うこと。

26　八丈島空港の整備促進
・空港機能の拡充と利便性向上のため、ターミナルビルの増改築に財政支援を行うこと。

27　静岡空港のアクセスの充実及び機能強化
・空港利用者の利便性向上及び空港の機能強化のため、空港直下を通過する東海道新幹線

の新駅設置を推進すること。

・空港へのアクセス向上及び空港周辺地域の生活環境の向上のため、空港アクセス道路の

整備に関する財政的支援策を講じること。

28　名古屋飛行場の路線確保と支援
・利用者ニーズに対応した路線確保のために必要な措置を講じること。

・コミューター機・ビジネス機など小型航空機を中心とする多様な運航をめざす都市型総

合空港のモデルケースとして位置付け、積極的な支援を行うこと。

・名古屋飛行場周辺の国管理地について、地域の活性化につながるよう、民間への売却等

の有効活用策を推進するとともに、国所管施設の供用について変更を行う場合は、利用

者への周知並びに周辺住民及び地元関係機関との協議を十分に行い、理解を得ること。

29　中部国際空港の第二滑走路整備及びアクセスの充実
・2021年度に愛知県を始めとした関係自治体及び経済団体にてとりまとめた『中部国際
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空港の将来構想』に基づき滑走路整備が進められ、2022年度にはPI(パブリックイン
ボルブメント)が完了した。地域の悲願である第二滑走路の早期実現に向けて検討を進
めるとともに、必要な措置を講ずること。また、今後の空港アクセスの利便性及び信頼

性向上のため、西知多道路整備を着実に進めること。

30　八尾空港の安全確保と環境整備
・市街地に位置する空港の立地特性を踏まえ、安全運航に万全を期し、地域住民の安全を

確保するとともに、地域と共存する空港となるよう、周辺地域の生活環境の向上に資す

る整備の充実をはかること。

31　関西国際空港の機能充実及び国際的競争力強化による国際ハブ化の早期実現
・関西エアポート株式会社が、創意工夫を活かした効率的かつ戦略的経営によって関西国

際空港のポテンシャルを最大限に引き出し、国際競争力の強化をはかれるようできる限

りその意向に配慮すること。また、法令に定める監督、認可等の権限を適正に行使し、

空港の円滑な運営、事業価値の更なる向上に資するよう航空需要の拡大に向けた対策を

講じること。

・24時間運用の国際ハブ空港にふさわしい航空ネットワークを構築するため、内際乗継
機能を強化するための方策を講じるとともに、経営統合法の基本方針を踏まえ、関西国

際空港が有する将来の拡張性及び安全・環境面の優位性を活かした、国際拠点空港とし

ての更なる機能の強化に努めること。

・人・モノ・情報の交流拠点として優れた能力を発揮するため、大阪都心部とのアクセス

改善が可能となる高速鉄道等の整備を早期具体化すること。

・関西国際空港全体構想の早期実現に向けて２期事業の完全供用をはかること。

・海上空港という特性に起因する津波や海上テロなどにより空港が孤立することがないよ

う、アクセスルートの冗長化により空港の安全・安心を確保するため、新たに南ルート

の早期具体化をはかること。

・2025年大阪・関西万博の開催に向け、第１ターミナルリノベーションが着実に実施で
きるよう、財政支援の他、出入国審査官等の増員など、更なる機能強化をめざした取組

に対して必要な措置を講じること。

32　大阪国際空港の利用者利便の向上と機能の活用
・存続協定の趣旨に則り、国は責任を持って、環境基準の達成に向けて不断の努力を行う

とともに、万全な安全・環境対策が実施されるよう、空港運営権者等を指導・監督する

こと。

・本空港を国及び地域の貴重な資源として、交通アクセスを含め、その利便性を向上させ

るとともに、地域振興につながる取組を総合的に支援すること。

・国内外の旅行需要の回復・拡大が進むとともに万博を視野に入れたインバウンド受入体

制の整備が求められるなか、空港運営権者や航空会社の判断によって国際チャーター便

や国内長距離便の運航が可能となるよう、また、第９回関西３空港懇談会で合意された

発災時の３空港相互支援体制の構築が可能となるよう、国が主体的に「空港の設置及び

管理に関する基本方針」及び「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設

置及び管理に関する基本方針」その他の必要な見直し並びにそれらの見直しに向けた環

境整備を行うこと。

33　但馬空港の機能充実
・空港利用者の利便性向上のため、東京直行便（羽田空港乗り入れ）の早期実現をはかる

こと。
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34　神戸空港の機能強化の取組みに対する支援
・関西３空港懇談会で合意された発着枠の拡大・国際化の取組みに対する支援を行う

こと。

・円滑な国際チャーター便の受入れに向けたCIQの体制確保として各法令による指定を
行うとともに、人員体制、事業費を確保すること。

・エプロン等の基本施設の拡張やターミナル施設整備、ストレスフリーで快適な旅行環境

の提供、旅客満足度の向上に資するための各種機器・設備の導入及び周辺環境の整備

等、空港の機能強化に対する財政支援を行うこと。

・SAFなどのグリーンエネルギー及び空港車両のEV・FCV導入など、空港における
カーボンニュートラルの取組みを進めていくための財政支援を行うこと。

35　岡山空港の空港機能の充実
・国際化の伸展に対応して、ＣＩＱ体制の整備・充実をはかること。

36　広島空港の空港機能の拡充と国際化の伸展
・中国・四国の拠点として、新規国際定期路線の開設及びＣＩＱ業務体制の拡充をはかる

とともに、空港機能の拡充と利便性向上のため、ターミナルビルの拡張を行うこと。

・災害時を含め空港施設の機能を保持し、航空機の安全な運航を確保するため、基本施設

等の着実な更新・改良をはかること。

37　鳥取空港の運航拡充と空港機能の充実
・国際化推進のため、ＣＩＱ体制の充実強化をはかること。・東京線の運航ダイヤの改善

及び運賃割引制度の拡充をはかること。

38　美保飛行場（米子空港）の空港機能の充実と運航拡充
・国際定期路線等に対する支援の充実をはかること。

・運休路線の運航再開をはかり、航空ネットワークを維持すること。

39　隠岐空港の利便性の向上及び運航拡充
・利用者のニーズ、利便性に応じた機材での運航と、ダイヤ改善をはかること。

・離島振興、地域振興、観光振興の観点から、東京直行便の実現に向けた対応策の拡充を

はかること。

40　出雲空港の空港機能の充実と運航拡充
・国際化推進のため、ＣＩＱ体制の充実強化をはかること。

・東京路線の通年６往復運航または中型機増便、及び料金低廉化

・福岡路線の３往復運航及びダイヤ改善

・札幌（新千歳）路線の２ヵ月間（7・8月）運航
41　石見空港の利便性向上及び国際化推進

・利用者の利便性の向上及び地域振興のため、東京便１日２往復運航の継続と大阪便定期

運航再開をはかること。

・国際チャーター便の一層の就航環境向上のため、ＣＩＱ体制の充実強化をはかること。

42　徳島空港の運航拡充
・利用者のニーズに対応した運航ダイヤの設定をはかること。

・航空機の整備・運航に万全を期し、利用者・空港周辺地域住民の安全を確保するととも

に騒音緩和をはかること。

・乗継割引を含めた運賃割引制度の拡充をはかること。

43　松山空港の耐震強化と機能の拡充
・地震災害時においても、滑走路2,500ｍの機能が確保できるよう、耐震対策をはかる
こと。
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・空港機能の拡充と空港利用者の利便性向上のため、バス（タクシー）プールの改善をは

かること。

44　高知空港の安全運航の徹底と周辺環境整備及び利活用の推進
・航空機の整備については万全を期すとともに、安全な運航に努めること。

・離発着での振動及び排気ガスに対する対策を講じること。

・防災対策、危機管理対策の強化をはかること。

・空港を利用したイベントの開催など、空港の利用促進のための財政支援の拡充をはかる

こと。

・騒音対策区域の指定解除に伴い、区域外となった緩衝緑地等の処分については、周辺住

民及び地元関係機関との協議を十分に行い、理解を得たうえで実施すること。

45　北九州空港の機能強化及び利活用推進
・滑走路3,000ｍ化の早期供用に向けた協力。
・物流拠点機能の向上に向けた協力。

・新門司沖土砂処分場（３工区）の活用に向けた協力。

46　福岡空港の機能強化と周辺環境整備の推進
・民間による空港運営においても、安全性や公共性が確保されるよう、運営状況の監督・

指導や必要な支援など、適切な取組を講じるなど、国が責任を持って関わること。

・航空機混雑を抜本的に解消するとともに、将来の航空需要に適切に対応するため、増設

滑走路の令和６年度末供用開始に向け、整備推進をはかること。なお、関係の工事にあ

たっては、周辺住民の生活環境に配慮すること。

・国際線については、コロナからの復便の本格化に伴う入国者数の回復に対応するため、

入国審査官等の更なる増員や顔認証ゲートの運用拡大、定期便ダイヤ設定時間に合わせ

たＣＩＱ業務の時間拡大をはかること。

・空港機能の強化に併せた空港と周辺地域との共生策として取り組む、空港と周辺地域の

振興と活性化を推進するためのまちづくりに参画すること。

・福岡空港は市街地に位置しており、発着回数も段階的に増加していくことから、周辺住

民及び関係機関との協議を十分に行い、理解を得ながら、騒音・環境対策事業の拡充を

はかること。特に、住宅防音工事については、対象室数の制限を見直すとともに、建替

えや増改築も新たに対象とすること。また、防音工事施工済みの住宅の経年劣化調査に

おいて、防音性能の低下が認められた住宅があったことから、防音性能を回復するため

に必要な対策を講じること。さらに、空調機の更新工事についても、対象室数の制限を

見直すとともに、住民負担額の軽減をはかること。加えて、教育施設等については、防

音工事で設置した空調機の２回目以降の機能回復工事を制度化すること。

47　佐賀空港の利用促進
・新型コロナウイルス感染症関係の動向を見ながらの運休路線の完全復便

・佐賀空港を発着する国内線２路線及び国際線４路線の利用促進

48　長崎空港の活用推進
・ＣＩＱ体制の強化と東京発着便の増便をはかること。

・長崎空港運用24時間化に向けて、空港機能強化をはかること。
49　福江空港の施設整備

・空港保安施設の整備充実により、安全運航及び就航率の向上をはかること。

・チャーター便の就航環境向上のため、ＣＩＱ体制や給油施設などの整備をはかること。

50　壱岐空港の整備
・壱岐空港は、滑走路長が1,200ｍと短いことから、チャーター便の誘致も厳しい状況に
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あること、また、将来の壱岐の空路の維持存続と地域振興発展のため、滑走路の延長

（最低1,500m以上）の整備をはかること。
・離島における防災拠点として、ターミナルビルの改修・整備に対する、財政的支援策を

講じること。

51　対馬空港の整備
・対馬空港は、立地条件や気象条件が悪いことに加え、滑走路の距離（1,900ｍ）が短い
ことから、国内の空港の中でも非常に着陸が難しい空港であるといわれ、他の空港より

も着陸のやり直しや引き返し、欠航が多く、安心・安全・安定運航に影響を及ぼしてい

る状況であること、また、国境離島としての役割を担う上での重要性と地域経済の活性

化をはかるために必要不可欠なジェット機の就航再開のため、滑走路延長（最低2,000
ｍ以上）の整備をはかること。

・併せて、滑走路32側にＬＯＣ（ローカライザー）が設置されているが、滑走路14側に
は設置されていないため、安定運航のためにも空港機能の高度化をはかること。

52　大分空港の運航拡充
・乗継割引を含めた運賃割引制度の拡充

・国際化推進のためのＣＩＱ体制の充実

・空港機能を拡充する施設整備

・騒音・環境対策事業の充実

53　熊本空港の整備と機能強化
・熊本地震において車中泊の避難者が多かったことを鑑み、駐車場の活用・拡張など大規

模災害時における避難施設としての活用について検討すること。

・九州中央の内陸部に位置するなど熊本空港が持つ防災拠点としての優位性をいかし、九

州を支える広域防災拠点としての機能を強化するため、防災上の拠点空港として位置づけ

るとともに、救援物資保管施設など必要な施設整備について所要の措置を講じること。

・国内路線・国際路線の拡充等に対応できるようにするため、エプロンを増設すること。

・ＣＩＱ体制について、急増するアジア等からの来客に対し迅速かつ適切に対応するた

め、充実・強化をはかること。

・騒音、環境対策事業の充実をはかること。

・運営会社に上記事項を検討させること。併せて、空港周辺市町との共生に関する事業の

更なる充実をはかること。

54　宮崎空港を発着する航空路線の維持・充実及び空港周辺地域への配慮
・国際線の再開や国内航空路線の維持・充実のため、地方空港の受入体制整備を促進する

こと。

・現在、無償貸付を行っている土地については、周辺住民の民生安定に配慮し今後も無償

貸付を継続すること。

・空港周辺の住宅防音工事で外部開口部に設置した防音建具について、経年劣化等により

その機能の全部または一部を保持していない場合、その取替えについて更新工事の補助

制度を新たに創設すること。

・独立行政法人航空大学校の定員数が平成30年度より増加しているが、定員数の増加に
比例して宮崎空港周辺での航空大学校訓練機の騒音が増加することのないよう、対策を

講じること。

55　鹿児島空港の利用者増に向けた機能の充実と周辺環境整備の推進
・国際線の利便性向上と利用促進のため、ＣＩＱ体制の充実をはかること。

・空港アクセス交通についての速達性や乗換利便性、案内機能の向上をはかり、交通拠点
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機能としての強化に努めること。

・鹿児島空港の利用者増に向けた機能の充実と周辺整備をはかること。

・空港利用者の利便性向上のため、鹿児島空港周辺の渋滞緩和対策として、国道504号の
４車線化の延長を早期にはかること。

・騒音・環境対策事業の充実をはかること。また、これらの事業の遂行には、周辺住民及

び地元関係機関との協議を十分に行い、理解を得ながら対応すること。

・航空機エンジンテストに起因する騒音の発生源及び防音対策を講じること。

・教育施設等防音工事については、防音工事で設置した空調機の２回目以降の機能回復工

事を制度化すること。

56　屋久島空港のジェット化の推進と機能の拡充
・ジェット機の就航が可能となる滑走路の延長整備（2,000ｍ）を推進すること。

57　喜界空港の整備支援
・空港ビルの快適性向上のための施設整備・改修について財政支援を行うこと。

58　徳之島空港の利活用の推進
・「大阪－徳之島」間の直行航空路線の復活など、離島空港と東京・福岡等との国内航空

路線や離島間の航空路線の拡充・強化をはかること。

・世界自然遺産登録が実現し、観光入込客の増加が期待される。離島航空路の快適性向上

はもちろんのこと、観光入込客の増加を見据えた、ターミナルビルの整備・改修及び、

施設設備をはかること。

59　沖永良部空港の安全の確保と防災対策の充実
・空港及び周辺消防施設の整備を促進する等防災対策の強化をはかること。

60　与論空港の整備支援
・空港ビル前のアーケード整備について財政支援を行うこと。

・エプロン拡張への様々な支援（定期便利用時、ドクターヘリ・他の小型機受け入れに支

障があるため）を行うこと。

・滑走路端安全区域（ＲＥＳＡ）基準を満たす整備への財政支援を行うこと。

61　新石垣空港の整備と機能強化
・インバウンドの回復及び増加に向けた、国際線受入れ強化のための検疫体制及び保安体

制の整備強化をはかること。

・観光需要が回復する中、長距離国内線及び国際線が就航可能となる滑走路の延長、誘導

路及びエプロンの拡張整備をはかること。
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全国民間空港関係市町村協議会役員名簿

（任期　令和３年度～令和５年度総会）

（敬称略）

役 職 名 市 区 町 村 市 区 町 村 長 氏 名

会 長 伊 丹 市 藤　　 原　　 保　　 幸

副 会 長 千 歳 市 横 　 　 田 　 　 隆 　 　 一

名 取 市 山　　 田　　 司　　 郎

宮 崎 市 清 　 　 山 　 　 知 　 　 憲

大 田 区 鈴　　 木　　 晶　　 雅

理 事 福 岡 市 髙 　 島 　 宗 一 郎

鳥 取 市 深　　 澤　　 義　　 彦

稚 内 市 工 　 　 藤 　 　 　 　 　 広

花 巻 市 上　　 田　　 東　　 一

松 山 市 野　　 志　　 克　　 仁

豊 山 町 鈴 　 木 　 　 尚

大 空 町 松　　 川　　 一　　 正

成 田 市 小　　 泉　　 一　　 成

泉 佐 野 市 千 代 松 　 大 　 耕

霧 島 市 中　　 重　　 真　　 一

監 事 大 村 市 園　　 田　　 裕　　 史

岩 沼 市 佐 藤 淳 一

令和５年７月７日　現在
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（参　　考）

令和５年度　分担金負担割合算出基準

　次の区分により算出した合計額とする。

１．均　等　割　　　　　　　　　　　　　　10,000 円

２．空港種別割　　　　　　　　　　　　　　     0 円
（新型コロナウイルスに係る影響により一部事業を実施しなかったこと等に

伴う前年度繰越金の増に対応するため）

３．航空機燃料譲与税割

　令和３年度３月期及び令和４年度９月期に譲与された航空機燃料譲与税合

計額（複数の空港について譲与された場合は、それらの譲与額を合算した額）

の 10,000 分の 1.5※の額とする。

　　ただし、1,000 円未満は切り捨てた金額とする。

※航空機燃料譲与税割の推移

　■基準    ：10,000 分の 4.0
　・平成 16年度～平成 18年度 ：10,000 分の 3.5
　・平成 19年度～平成 22年度 ：10,000 分の 3.0
　・平成 23年度～平成 24年度 ：10,000 分の 2.0
　・平成 25年度～   ：10,000 分の 1.5
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羽田空港に関する対策の経過（ 50）  

 

 令和６年３月発行 

大田区 

東京都大田区蒲田五丁目13番14号 

 

編 集 空港まちづくり本部 空港まちづくり課 

空港まちづくり担当 

電 話（5744）1111  内 線 4102 

 



羽田空港対策特別委員会 

令和６年４月 16日 

環境清掃部 資料 47番 

所管  環境対策課 

令和５年１１月 大田区航空機騒音固定調査月報（確定） 

測定地点 

Lden 騒音レベル 測定回数 

測定 
日数 測定値 

(dB) 

環境 

基準値 

(dB) 

最大値 

(dB) 

最小値 

(dB) 

0 時 

～ 

7 時 

7 時 

～ 

19 時 

19 時 

～ 

22 時 

22 時 

～ 

0 時 

合計 

大田市場 57 62 以下 84.8 60.8 276 2,399 622 213 3,510 30 

中富小学校 47 57 以下 79.0 50.7 298 2,043 621 180 3,142 30 

新仲七町会会館 53 57 以下 87.6 50.1 247 2,003 382 101 2,733 30 

※ 測定期間 ： 令和５年 11 月１日 ～ 11 月 30 日 

※ 「航空機騒音測定・評価マニュアル」（令和２年３月 環境省）に準じて行った。 
  ※ 騒音レベルは測定した航空機騒音の最大値及び最小値である。（ヘリコプターを除く） 
 

航空機騒音測定地点の位置図 

◎（大田市場・中富小学校・新仲七町会会館）は，大田区の騒音測定地点 

●（大森第五小学校・羽田小学校）は，国土交通省の騒音測定地点 

 
※環境基準Ｌｄｅｎについて 

環境基本法 16 条では、「騒音に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、及び生活環境を保全

するうえで維持されることが望ましい基準を定めるものとする」（一部抜粋）と規定しています。これを基に、地

域の類型に合わせ、次の基準値を定めています。 

類型Ⅰ 住居専用地域等  57dB 以下 

類型Ⅱ 上記以外        62dB 以下 

◎大田市場 

東京国際空港 

（羽田空港） 

羽田小学校● 
◎新仲七町会会館 

中富小学校◎ 

大森第五小学校● 



 

 

 

 

航空機内陸飛行騒音調査について 

 

1 調査概要 

 大田区の内陸部を飛行する航空機の騒音、騒音発生回数、運行状況、飛行高度を把握

する為、一週間連続の短期測定により内陸飛行騒音調査を行った。 
 

２ 調査場所 

  矢口東小学校 

東矢口三丁目９番 20号 
 

３ 調査期間 

  令和５年 11月８日～11月 16日 

（北風運用時） 
 

 

 

 

 

 

４ 調査結果 

(1) 内陸飛行を行った航空機の騒音 

測定地点 
Lden 

[dB] 
WECPNL 

最大値

[dB] 

最小値

[dB] 

測定回数 
測定 

総数 

測定 

日数 
0～7

時[回] 

7～19

時[回] 

19～22

時[回] 

22～0

時[回] 

矢口東小学校 30.8 40.6 64.4 52.6 1 19 10 0 30 7 

 

(2) 経年変化 

調査期間中に内陸飛行を行った３日間のデータを集計し、過去 10年分の Lden値を

比較した。航空標識 KAMAT近傍における Lden値に、大きな変化は認められなかった。 

 

(3) 内陸飛行における航空機の高度分布 

例年と同様、調査期間内に内陸飛行を行ったすべての航空機が、航空標識 KAMAT

近傍において 9,000フィート（約 2,750m）以上で飛行していた。 

羽田空港対策特別委員会 

令和６年４月 16日 

環境清掃部 資料 48番 

所管 環境対策課 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度大田区航空機騒音調査委託（短期測定） 

報告書 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年３月 

 

 

 

 

大田区環境清掃部環境対策課 
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第１ 調査目的 

平成 20 年９月に横田空域の一部が返還された。これに伴い、北風運用時

において西方面に向かう航空機の一部が、区内上空に位置する航空標識の

「KAMAT」を経由し、多摩川沿いの府中市方面「SEKID」に向かう航路が内陸

飛行として開始された。  

本調査は、羽田空港から離陸する航空機のうち、D 滑走路供用開始後にお

いて大田区内陸部に進入する航空機の騒音影響、機種情報、飛行高度及び飛

行回数等を把握することを目的としている。  

 

 

 

第２ 調査概要 

１ 調査期間 

令和５年 11 月８日から 11 月 16 日まで 

 

 

２ 調査地点 

（1）航空機騒音調査地点  

航空機騒音調査地点を表 2-2.1、図 2-2.1 に示す。 

 

 

表 2-2.1 航空機騒音調査地点  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測定地点  住   所  

矢口東小学校 東矢口三丁目 9 番 20 号 



 

 

2 

矢口東小学校  (東矢口三丁目 9 番 20 号 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●航空 機騒 音調 査地点  

○ KAMAT  

図  2-2.1 調査地点  

A 滑走路  

国土地理院の電子地形図 25000 に「調査地点」を追記して掲載  

23 
34R 

D 滑走路  

C 滑走路  B 滑走路  

04 

22 

16R 

16L 

34L 

羽田空港  

航空標識 K AMAT (矢口小学校付近 )  

34R 

05 



 3 

３ 調査項目 

航空機騒音調査 

羽田空港を離陸後、西方面に飛行し航空路誌上の「 KAMAT」及び「SEKID」

を通過する経路を飛行（以下、「内陸飛行」という。）する航空機の騒音を

矢口東小学校の 1 ヶ所で測定した。  

また、最大騒音レベル及び単発騒音暴露レベル LAE の記録をもとに、測定

日ごとの下記の事項を算出すると共に全測定期間 (７日間)のデータについ

ても算出した。 

 

ア 暗騒音に対し 10dB(A)以上の最大騒音レベルのパワー平均値、標準偏

差、データの中の最大値と最小値及び測定データ数  

 イ 暗騒音に対し４dB(A)以上の最大騒音レベルのパワー平均値、標準偏

差、データの中の最大値と最小値及び測定データ数  

 ウ 上記アについての評価量として、 Lden 及び WECPNL 
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第３ 航空機騒音の測定方法  

 

航空機騒音の測定方法は、原則として「航空機騒音監視測定マニュアル」（昭

和 63 年７月環境庁大気保全局）または「航空機騒音測定・評価マニュアル」

（令和２年３月環境省）に準じて行った。 

ただし暗騒音から 10dB(A)以上とならない騒音であっても人が耳で識別でき

る航空機騒音については測定対象とした。 

 

１ 測定機器 

 測定に使用した機器は、表 3-1.1 のとおりである。 

 

表 3-1.1 測定使用機器 

機器名  型式  機能  メーカー  

精密騒音計  LA-4440 騒音レベルの測定  ㈱小野測器  

音響校正器  SC-2500 騒音計のレベルを確認する

基準音源 

㈱小野測器  

全天候防風スクリーン  LA-0207 マイクロホンを風雨の影響

から軽減する  

㈱小野測器  

航空機接近検知識別装置  RD-90 航空機が発する航空機識別

番号・高度情報の取得  

日本音響ｴﾝｼﾞﾆｱﾘ

ﾝｸﾞ㈱ 

航空機最接近検知識別装

置 

RD-100 航空機が発する電波により

最接近時刻の取得  

日本音響ｴﾝｼﾞﾆｱﾘ

ﾝｸﾞ㈱ 

航空機騒音自動測定装置  DL-100 データの記録装置  日本音響ｴﾝｼﾞﾆｱﾘ

ﾝｸﾞ㈱ 

 

２ 測定方法 

各調査地点に航空機騒音の識別機能を有する自動測定装置を設置し、航空機

通過時の最大騒音レベルとその発生時刻、騒音継続時間、直前の暗騒音レベル、

１秒ごとの等価騒音レベル（１秒間 LAeq）、単発騒音暴露レベル（LAE）を記録

した。航空機の識別は、航空機騒音と同時に記録される航空機のトランスポン

ダ応答信号を用いた。暗騒音は最大騒音レベルが観測される直前 300 秒間の時

間率騒音レベル LA90 とした。 

また、収録されたデータが航空機騒音かどうかを後日確認出来るように、実

音も併せて記録した。  
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矢口東小学校 30.8 40.6 58.5 2.40 64.4 52.6 1 19 10 0 30 7

ﾊﾟﾜｰ平均

[dB(A)]

標準偏差

[dB(A)]

最大値

[dB(A)]

最小値

[dB(A)]
測定地点

L den
[dB]

WECPNL

測定回数
測定

日数
0～7時

[回]

7～19時

[回]

19～22時

[回]

22～0時

[回]

測定

総数

56.1 2.75 64.4 49.6 3 66 15 0 84 7

測定

総数

測定

日数
0～7時

[回]

7～19時

[回]

19～22時

[回]

22～0時

[回]

測定回数
最小値

[dB(A)]
測定地点

ﾊﾟﾜｰ平均

[dB(A)]

標準偏差

[dB(A)]

最大値

[dB(A)]

矢口東小学校

第４ 調査結果 

 

１ 大田区に内陸飛行を行った航空機の騒音調査結果  

 測定地点の７日間の Lden を算出した結果を表 4-1.1 に示す。表には、Lden 、

WECPNL、最大騒音レベルのパワー平均値、標準偏差、全データ中の最大値及び

最小値、時間帯別の測定回数を記載している。  

  なお Lden 及び WECPNL については、測定日別に算定した値をパワー平均した

結果である。 

  また測定地点別に人が耳で識別できる航空機騒音の数に着目し、自動測定

の閾値（暗騒音+４dB(A)）を超えた航空機騒音の最大騒音レベルのパワー平

均値、標準偏差、全データ中の最大値及び最小値、時間帯別の測定回数を表

4-1.2 に示す。 

 

表 4-1.1 航空機騒音調査結果  

(暗騒音+10dB(A)以上の測定地点を通過した航空機を対象) 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-1.2 航空機騒音調査結果  

(人が耳で識別できる航空機騒音の数に着目し分析 ) 

 

 

 

 

 

 

 

※    ﾊﾟﾜｰ平均：最大騒音レベルのﾊﾟﾜｰ平均値[dB(A)] 

最大値、最小値：最大騒音レベルの全データの最大値、最小値[dB(A)] 

※   内陸飛行する航空機の通過音を対象とした。(表 4-1.1は暗騒音に対し 10dB(A)以上,表 4-1.2は暗騒音に対し４dB(A)

以上のデータについて分析を行った。) 

※   航空機騒音監視測定マニュアル(昭和 63年 7月 環境庁大気保全局)では、「ピークレベルが暗騒音レベルより 10dB以

上大きいかどうかチェックする。」とあり、表 4-1.2では暗騒音より 10dB(A)未満のデータも含まれるため WECPNLは

算出しなかった。また航空機騒音測定・評価マニュアル(令和２年３月 環境省)では、「騒音レベルの最大値が暗騒

音より 10デシベル以上大きい航空機騒音について」とあり、暗騒音より 10dB(A)未満のデータも含まれるため、単発

騒音暴露レベル LAEは算出しなかった。 
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年　度 滑走路 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 合計
平成26年度 05 0 0 26 58 80 83 83 330

16R 0 0 0 0 0 0 0 0
平成27年度 05 85 85 0 29 87 84 86 456

16R 0 0 0 0 0 0 0 0
平成28年度 05 85 86 54 85 85 84 67 546

16R 0 0 0 0 0 0 0 0
平成29年度 05 85 86 86 86 36 86 86 551

16R 0 0 0 0 0 0 0 0
平成30年度 05 85 85 85 85 85 69 84 578

16R 0 0 0 0 0 0 0 0
令和元年度 05 88 88 87 87 86 90 57 583

16R 0 0 0 0 0 0 0 0
令和２年度 05 33 33 33 36 32 34 33 234

16R 0 0 0 0 0 0 0 0
令和３年度 05 81 86 77 70 49 76 77 516

16R 0 0 0 4 27 0 0 31
令和４年度 05 100 101 100 101 100 99 96 697

16R 0 0 0 0 0 0 0 0
令和５年度 05 95 96 93 95 96 95 95 665

16R 0 0 0 0 0 0 0 0

年　度 滑走路 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 合計
平成26年度 05 - - 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16R - - 0% 0% 0% 0% 0% 0%
平成27年度 05 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100%

16R 0% 0% - 0% 0% 0% 0% 0%
平成28年度 05 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16R 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
平成29年度 05 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16R 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
平成30年度 05 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16R 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
令和元年度 05 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16R 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
令和２年度 05 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16R 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
令和３年度 05 100% 100% 100% 95% 64% 100% 100% 94%

16R 0% 0% 0% 5% 36% 0% 0% 6%
令和４年度 05 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16R 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
令和５年度 05 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％

16R 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

11月8日 11月9日 11月11日 11月12日 11月13日 11月15日 11月16日

天気 曇 快晴 晴れ後曇 曇後晴れ 晴れ 曇後晴れ 快晴

風向 北北東 北 北北西 北西 北西 北北西 北西

２ 大田区に内陸飛行を行った使用滑走路毎の航空機の機数及び割合 

令和５年度に大田区に内陸飛行を行った使用滑走路毎の航空機の機数と割 

合を過去 10 年分のデータと併せて、機数を図表 4-2.1、割合を図表 4-2.2

に示す。 

 大田区の上空を通過する航空機は、令和３年度以外、05(D 滑走路北側離陸)

の運用で統一されていた。  

 

図表 4-2.1 大田区に内陸飛行を行った使用滑走路毎の航空機の機数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 4-2.2 大田区に内陸飛行を行った使用滑走路毎の航空機の割合 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

３ 調査期間中の天候 

 調査期間中の天候を表 4-3-1 に示す。  

表 4-3-1 調査期間中の天候 

 

 

 

 ※上記天気・風向の測定場所：千代田区北の丸公園 2-1 科学技術館 (屋上 )  

測定機関：国土交通省  気象庁  東京管区気象台  

※天気については 6～18 時の概況、風向については最多風向を表示。  
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平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

矢口東小学校 42.1 41.3 40.1 41.9 44.4 42.0 33.7 34.3 34.2 33.7

４ 経年変化 

大田区の内陸側への飛行は主に北風運用の場合が多い。そこで北風運用に限

った場合の 3 日間のデータを集計し、Lden 値を算出（表 4-4.1、図 4-4.1）し

た。 

 

表 4-4.1 北風運用に限った場合の  

航空機騒音調査結果の経年比較(Lden 〔dB〕) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-4.1 北風運用に限った場合の  

航空機騒音調査結果の経年比較(Lden 〔dB〕) 

 

※令和５年度は、矢口小学校近傍にて解体工事が行われていた為、矢口東小学校で測定を実施。 
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H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05

1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2750 6 19 12 8 3 2 2 0 1 0
3000 28 97 63 43 53 47 16 12 10 10
3250 31 109 144 85 134 101 36 26 16 18
3500 36 54 88 130 156 162 32 42 52 15
3750 33 25 48 65 58 79 22 20 21 13
4000 28 13 27 35 29 36 8 18 25 4
4250 12 7 15 9 17 20 3 7 12 4
4500 12 4 4 12 9 18 4 7 15 1
4750 11 4 2 7 1 7 2 4 4 0
5000 2 0 2 0 2 3 0 2 1 1
5250 3 1 0 0 0 5 0 0 2 0
5500 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

データ

区間[m]

矢口東小学校

H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05

1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2750 3 6 3 2 1 0 2 0 1 0
3000 14 29 16 11 11 10 13 9 6 15
3250 15 33 36 22 29 21 29 19 10 27
3500 18 16 22 33 34 34 25 30 33 23
3750 16 8 12 16 13 16 17 14 13 20
4000 14 4 7 9 6 8 6 13 16 6
4250 6 2 4 2 4 4 2 5 8 6
4500 6 1 1 3 2 4 3 5 9 2
4750 5 1 0 2 0 1 2 3 3 0
5000 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2
5250 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
5500 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

データ

区間[m]

矢口東小学校

５ 大田区に内陸飛行を行った航空機の高度分布  

(1)大田区に内陸飛行を行った航空機の高度の分布（機数）  

内陸飛行を行った航空機の各測定点における高度の度数分布 (機数)を表 

4-5.1 に示す。 

 

表 4-5.1 大田区に内陸飛行を行った航空機の高度の度数分布（単位：機）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)大田区に内陸飛行を行った航空機の高度の分布 (割合) 

各年度に内陸飛行を行った航空機の機数は異なる。そこで比較しやすく

するために、各年度の飛行回数を各年度の全総機数で割った割合を度数分

布で表したものを表 4-5.2 に示す。 

 

表 4-5.2 大田区に内陸飛行を行った航空機の高度の度数分布（単位：％）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  表中のハッチングした部分は 9000フィート (約 2750m)未満を示す。  

 

※  令和 5年度は、矢口小学校近傍で解体工事が行われていた為、矢口東小学校で測定を実施。 
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６ まとめ 

 

(1) 内陸飛行を行った航空機の騒音調査結果について  

令和５年度は令和４年度に比べ、矢口東小学校で Lden 値が 33.5dB から 

30.8dB へ下がった。 

7 日間の調査結果では、日別 Lden が 24.0～36.1dB、暗騒音から 10dB(A) 

以上の測定回数は 30 回、人が耳で感じられた数（暗騒音から４dB(A)以上） 

は 84 回であった。 

 

(2) 内陸飛行を行った使用滑走路毎の航空機の機数及び割合について  

調査を開始した平成 22 年度(D 滑走路供用開始後)から令和２年度まで  

は、D 滑走路北側離陸（05T）の運用で統一されていた。  

令和３年度の調査においては南風運用である A 滑走路南側離陸（16RT） 

での内陸飛行が観測されたが、令和５年度は観測されなかった。  

また、内陸飛行で観測された航空機においては、令和４年度では福岡・ 

大分・北九州・高松・松山行きなどの九州・四国方面への航空機が観測さ  

れたが、令和５年度においては、福岡・広島行きのみ観測された。 

 

 

(3) 経年変化について  

内陸飛行を行った３日間のデータを集計し、Lden 値を算出した。 

Lden 値は 0.5dB 下回る結果となった。 

(4) 内陸飛行における航空機の高度分布について  

矢口東小学校（航空標識 KAMAT 近傍）については、例年と同様に令和  

５年度の内陸飛行騒音調査においても、9,000 フィート（約 2,750m）以上 

で飛行していた。 

 



 

 

羽田イノベーションシティにおける取組報告について  

  

 

１ 今後の主な予定等 

（１）HICity全体 

初夏ふぇす 

・日程：令和６年５月１日（水）～31日（金） 

・内容：週末を中心に地方産品のマルシェや体験型ワークショップ等を開催。 

 

 

（２）区施策活用スペース「HANEDA×PiO」 

ア PiO PARK の催し 

（ア）第９回ベンチャーフレンドリー塾（事務局 大田区産業振興協会） 

・日時：令和６年４月 17日（水）15:00～16:30 

・内容：新市場を切り拓くベンチャー、スタートアップを中心にベンチャーフ 

レンドリーな企業を増やすための勉強会。 

・対象：ベンチャー企業、区内製造業、デザイナー、金融機関など 

 

（イ）第９回自社商品のつくりかた勉強会(事務局 大田区産業振興協会) 

・日時：令和６年５月９日（木）15:00～16:30 

・内容：脱下請けを目指す区内外企業が参加する設計開発及びマーケティング 

に関する勉強会。 

・対象：ものづくり企業、メーカー、卸売・小売、金融機関など 

 

 

２ 直近に実施した主な催し等 

（１）HICity全体 

ア スマートシティの取組み（自動運転バス） 

（ア）内容 

HICityで取り組んでいる自動運転バスの実証強化に向けて、国土交通省 

の補助金を活用し、以下のとおり実証ルートや車種を拡大して実施した。 

 

 

 

 羽田空港対策特別委員会 

令和６年４月 16日 

産業経済部  資料 49番 

所管   産業振興課 



 

 

 

日程 令和５年 11月 16日～19日 令和５年 12月 18日～令和６年２月 29日 

ルート 

HICity周辺ルート 

 

HICity内ルート 

 

車種 

ティアフォー製 Minibus MiCa 

 

 

（イ）実証結果 ※長期間運行した HICity内ルートに関する実証結果を記載 

①経営面 

将来的に、空港臨海部内のほか、内陸部と結ぶルートや鉄道駅間など中

広域のエリアも網羅する自動運転バスの実装が求められていることが確認

された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【将来、地域公共交通として自動運転サービスが実装される場合、必要と思われる走行ルート】 

ZONE B 入口 

至蒲田 

至羽田空港 

ZONE B 入口 

34.6%

34.6%

26.9%

3.9%

空港臨海部内を結ぶルート

空港臨海部と蒲田駅・大森駅等の内陸部を結ぶルート

内陸部の鉄道駅などを結ぶルート（空港臨海部を除く）

その他



 

②技術面 

自動運転走行割合は 84.6%、手動介入比率としては 15.4%であった。要 

因としては、運行ルート上に２か所の手動運転箇所を設定したためであ

り、その他については約 100％で自動運転レベル２での運行を実現した。 

 

③社会受容性面 

乗車中に危険を感じた利用者は 7.7%であった。また、76.9%の利用者が  

自動運転バスの「将来的な利用を希望する」、23.1%の利用者が「どちら

かというと希望する」と回答し、ドライバー不足の解消や交通事故の減少

といった点からも、次世代技術を活用した持続可能な公共交通への期待値

が高いことが確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92.3%

7.7%

危険を感じなかった 危険を感じた

【乗車中に危険を感じる場面はあったか】 【将来、自動運転サービスの利用を希望するか】 

76.9%

23.1%

希望する どちらかというと希望する

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域住民の交流機会創出

地域の魅力向上による人口増・地価上昇

外出促進による健康増進・医療費削減

沿線施設等の経済活性化

自家用車利用減による渋滞緩和

観光需要喚起

交通事故の減少

ドライバー不足の解消

【将来、公共交通として自動運転サービスが実装される場合、移動以外の効果として期待できること】 



 

（２）区施策活用スペース 

ア 第５回海外取引セミナー（東アジア）（大田区産業振興協会主催） 

・日時：令和６年３月８日（金）15:00～16:30 

・内容：東アジアの政治経済の傾向と中小企業の商機に 

ついて日本企業の目線から解説。 

    ・対象：区内中小企業 

 

イ 第５回グリーンエネルギーセミナー「水素エネルギー社会へ向けた川崎重工の

取り組み」（大田区産業振興協会主催） 

・日時：令和６年３月 19日（火）15:00～16:30 

・内容：川崎重工による水素エネルギー社会へ向けた 

課題と取組みについて紹介。 

・対象：区内中小企業、テーマに関心のある企業 

 

ウ 実証実験成果報告会・交流会（東京都・大田区共催） 

・日時：令和６年３月 22日（金）13:00～16:00 

・内容：東京都及びスタートアップと連携して取り組んだ 

区内施設で実証実験の成果報告会並びにスタート 

アップとの交流会。 

・対象：区職員、スタートアップ企業 

 

３ PiO PARK利用実績等 

（１）PiO PARK 利用実績 

 

 

 

 

 

 

（２）PiO PARK 在籍コーディネーター活動実績 

 

 

 

 １月 ２月 ３月 
令和５年度 

累計 
令和４年度 

累計 

来訪者数 
 (うちイベントの 

オンライン 
参加者数) 

2,196 

（154） 

2,006 

（36） 

1,539 

（184） 

24,943 

（1,145） 

23,585 

（3,047） 

イベント件数 18 22 20 205 202 

 12月 １月 ２月 
令和５年度 

累計 
PiO PARK 

在籍ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
活動実績 

32 33 40 373 

第５回グリーンエネルギーセミナー 

第５回海外取引セミナー 

実証実験成果報告会・交流会 
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